
 

江田島市過疎地域持続的発展計画の変更案新旧対照表 

変更部分抜粋 下線部について変更 

頁 項目名 変  更  案 現     行 

34 6  生 活

環 境 の

整備 

⑴  現

状 と

問 題

点 

ウ 廃棄物処理・火葬場 

ごみ処理については、ダイオキシン対策に係る法

規制に対応するため、広島県一般廃棄物広域処理呉

ブロックにおいて呉市と共同で処理を行っている

が、可燃ごみの指定袋化等による分別収集の徹底に

より古紙の回収率が増加したため、平成21年度に古

紙を保管するストックヤード施設を整備し、リサイ

クル及び資源化を図っている。また、平成21年2月か

ら市内の大型店舗とレジ袋の無料配布中止の協定書

を結び、ごみの減量化を図るとともに、平成22年6月

からは布類の集団回収を、平成28年1月からは小型家

電のリサイクルを、令和元年10月からは羽毛布団の

リサイクルを開始し、更なるごみの減量化を図って

いる。 

また、ごみの不法投棄が見受けられるため、不法

投棄防止カメラ等により、監視体制の強化を図る必

要がある。 

環境に対する住民の関心の高まりに応えるために

も、海ゴミの流出防止や清掃・回収活動のほか、ご

みの減量化や再利用に取り組み、循環型社会経済シ

ステムへの転換を図る必要がある。 

可燃ごみ集積施設のリレーセンター及びクリーン

センターくれ、粗大ごみ等処理施設の環境センター

並びに火葬施設の葬斎センターは、それぞれの施設

とも経年による老朽化が進み、設備等の故障が増加

傾向にある。そのため、大規模改修あるいは施設の

建替等、今後の方針を検討する必要がある。 

また、最終処分場においては埋立残余年数が10年

以内と予測されていることから、次期、最終処分場

の候補地等の選定が必要となっている。 

ウ 廃棄物処理・火葬場 

ごみ処理については、ダイオキシン対策に係る法

規制に対応するため、広島県一般廃棄物広域処理呉

ブロックにおいて呉市と共同で処理を行っている

が、可燃ごみの指定袋化等による分別収集の徹底に

より古紙の回収率が増加したため、平成21年度に古

紙を保管するストックヤード施設を整備し、リサイ

クル及び資源化を図っている。また、平成21年2月か

ら市内の大型店舗とレジ袋の無料配布中止の協定書

を結び、ごみの減量化を図るとともに、平成22年6月

からは布類の集団回収を、平成28年1月からは小型家

電のリサイクルを、令和元年10月からは羽毛布団の

リサイクルを開始し、更なるごみの減量化を図って

いる。 

また、ごみの不法投棄が見受けられるため、不法

投棄防止カメラ等により、監視体制の強化を図る必

要がある。 

環境に対する住民の関心の高まりに応えるために

も、海ゴミの流出防止や清掃・回収活動のほか、ご

みの減量化や再利用に取り組み、循環型社会経済シ

ステムへの転換を図る必要がある。 

可燃ごみ集積施設のリレーセンター      

      、粗大ごみ等処理施設の環境センター

及び火葬施設  の葬斎センターは、それぞれの施

設とも経年による老朽化が進み、設備等の故障が増

加傾向にある。そのため、大規模改修あるいは施設

の建替等、今後の方針を検討する必要がある。 

また、最終処分場においては埋立残余年数が10年

以内と予測されていることから、次期、最終処分場

の候補地等の選定が必要となっている。 

39 6  生 活

環 境 の

整備 

⑶  計

画 

事業計画（令和3年度～7年度） 事業計画（令和3年度～7年度） 

持続的発展

施策区分 

事業名 

(施設名） 

事業内容 事業

主体 

備

考 

5  生活環

境の整備 

⑴及 び⑵

 略 

   

   

持続的発展

施策区分 

事業名 

(施設名） 

事業内容 事業

主体 

備

考 

5  生活環

境の整備 

⑴及 び⑵

 略 

   

   



   ⑶  廃棄

物 処 理

施設 

その他 

   

   

廃棄物処理施設の

今後の方針検討・

更新事業（リレー

センター・クリー

ンセンターくれ・

環境センター） 

市  

 ⑷～ ⑻  

略 

   

   
 

 ⑶  廃棄

物 処 理

施設 

その他 

   

   

廃棄物処理施設の

今後の方針検討・

更新事業（リレー

センター・環境セ

ンター） 

 

市  

 ⑷～ ⑻  

略 
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